
（別添２） 

 

令和６年度沖縄奄美自然環境事務所及びやんばる自然保護官事務所における 

自動車賃貸借業務 仕様書 

 

１．業務の目的 

 本件は、環境省沖縄奄美自然環境事務所及びやんばる自然保護官事務所において、官

用車として使する自動車の賃貸借に係る条件及び仕様等について定めるものである。 

 

２．自動車の仕様等 

  最新閣議決定の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入

法）第６条第１項の規定に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「１

３．自動車等」の基準を満たすほか、次の要件を満たすものとする。 

   

  （１）環境省沖縄奄美自然環境事務所：ハイブリッド自動車（乗用車） １台 

       やんばる自然保護官事務所：プラグインハイブリッド自動車 １台 

 

      ① 排気量が１３００ｃｃ相当以上であること。 

      ② ５人乗りで４ドア以上であること。 

      ③ トランスミッションは、変速式オートマチックであること。 

      ④ パワーウィンドウ、パワードアロックを標準装備していること。 

      ⑤ 運転席及び助手席にエアバッグを標準装備していること。 

      ⑥ ブレーキシステムにＡＢＳを装備していること。 

      ⑦ エアコンを標準装備していること。 

   ⑧ 使用燃料は、無鉛レギュラーガソリンであること。 

      ⑨ ステアリングは、右ハンドル（パワーアシスト付）であること。 

      ⑩ ＥＴＣを装備していること。 

      ⑪ ドライブレコーダーを装備していること。 

   ⑫ バックモニターを搭載していること。 

      ⑬ その他付属品として、フロアマット、カーナビゲーションシステムを装備して 

いること。 

  

 （２）賃貸借に含まれるもの 

   車両の登録に要する費用、各種自動車税、メンテナンス（法定点検、継続車検整備、

エンジンオイル及びオイルフィルターの交換、タイヤ交換）、パンク修理（縁石等の

接触によるものを除く）。 

必要に応じてバッテリー交換、ブレーキパッド交換、ワイパーブレード等各種消耗

品の交換及び補充、故障修理（甲の責務によるものを除く）。 

 

  （３）自動車保険 

対象車両については、任意保険への加入を行うこと。 



①自動車賠償責任保険に加入すること。 

②以下の任意保険に加入すること。 

    ・運転者年齢条件：無制限 

        ・対人補償：無制限 

        ・対物補償：無制限（免責０円） 

        ・車両保険：時価額（免責０円） 

        ・搭乗者傷害保険（死亡、入・通院、後遺障害含む）：３，０００万円以上 

   ③免責補償料は借料に含む。 

   ④ノンオペレーションチャージ（ＮＯＣ） 

    事故・盗難・故障・汚損等により、自動車の修理・清掃等が必要となった場合、

借主はその期間中の営業補償の一部として下記金額を支払う。 

   ・自動車を自走し、貸主の指定場所に返却した場合：２０，０００円（非課税） 

   ・自動車を自走できずに貸主の指定場所に返却しない場合 

：５０，０００円（非課税） 

 

３．賃貸借する期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

４．使用場所 

  （１）環境省沖縄奄美自然環境事務所 

     〒900-0022 沖縄県那覇市樋川１－１５－１５  

           那覇第一地方合同庁舎１階 

     TEL：098-836-6400 FAX：098-836-6401 

 

  （２）環境省やんばる自然保護官事務所 

     （やんばる野生生物保護センター） 

     〒905-1413 沖縄県国頭郡国頭村字比地２６３－１ 

     TEL：0980-50-1025 FAX：0980-50-1026 

 

５．車両の納品方法 

 賃貸借期間の開始までに、上記４．に示す使用場所において、環境省担当官と調整の上、

完了させるものとする。 

 納車前に車内の清掃及び消臭作業を行うこと。なお、新車の場合、この限りではない。 

 

６．車両の返還方法 

  賃貸借期間の終了までに、上記４．に示す使用場所において、環境省担当官と調整の上

決めた時間に返還するものとする。 

 

７．事故等による代車対応 

事故等により修理が必要となった場合、修理期間中は貸主の負担で代車（契約車と同等

以上（軽車両を除く））を用意するものとする。ただし、環境省担当官との協議により、

不要とする場合がある。  



 

８．その他 

  本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様

書に記載のない細部について必要と認めたときは、環境省担当官と速やかに協議しその指

示に従うこと。 

 


